
岡山市消防局地震体験車運用要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震防災対策の学習及び訓練の一環として広く市民が地震の揺れを

擬似体験し、防災意識の高揚を図ることを目的として、岡山市消防局（以下「当局」とい

う。）の所有する地震体験車の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。 

 （管理） 

第２条 地震体験車の維持管理と運用を図るため、管理責任者及び管理補助者（以下「管理

責任者等」という。）を置く。 

２ 管理責任者は消防教育訓練センター長とし、管理補助者を消防教育訓練センター管理

員とする。 

３ 管理責任者等は、地震体験車が常に良好な状態で使用できるよう保守管理を行うとと

もに、その運用を円滑に実施するため、利用状況表により使用日時の調整を行う。 

（運用） 

第３条 地震体験車は、当局及び市が主催する行事は基より、市が共催する防災啓発を目的

とした防災訓練等の行事のほか、自主防災組織、学校、事業所、その他の団体（以下「団

体等」という。）が行う防災訓練等において運用するものとする。ただし、団体等が行う、

営利的、政治的又は宗教的利用等を除く。 

２ 前項について、目的を達成するため、一定数の人数の参加が見込まれるものを対象とす

る。 

３ 当局管内の地震体験車の利用に係る費用は、当局が負担し、利用者の負担は要しない。 

（申込） 

第４条 地震体験車を利用する責任者（以下「利用責任者」という。）は、管轄の消防署、

分署、出張所、救急ステーション（以下「消防署等」という。）に、利用希望日時の地震

体験車の予約状況を確認のうえ、原則として２週間前までに、地震体験車利用申込書（別

記様式第１号。以下「申込書」という。）を提出しなければならない。 

（地震体験車の利用等） 

第５条 地震体験車の起震装置の操作は、当局の職員（以下「職員」という。）が行うもの

とする。 

２ 地震体験車を利用する者（以下「利用者」という。）は、事故防止のため、小学生以上

を原則とする。ただし、未就学児であっても保護者等が付き添い、安全が確保されると職

員が判断した場合は可とする。 

３ 利用に当たっては、別に定める注意事項を遵守しなければならない。 

（連絡担当者及び安全確認担当者） 

第６条 利用責任者は、職員と連絡の取れる連絡担当者及び搭乗体験中の昇降補助や安全

確認のための安全確認担当者を決定のうえ、申込書提出時に消防署等に届け出るものと



する。 

２ 利用責任者、連絡担当者及び安全確認担当者は、同一の者でも可とする。 

（安全確認担当者の役割について） 

第７条 安全確認担当者は、地震体験実施前に、職員と安全確認について打合わせを行うこ

ととする。 

２ 職員が一時的に地震体験車を離れる際は、安全確認担当者が利用者に対して搭乗体験

を休止する旨を周知し、利用者が地震体験車に触れ、又は乗り込むことがないよう安全管

理を行わなければならない。 

（地震体験の中止） 

第８条 雨や雪、強風などの悪天候時には、原則として利用者の安全確保や起震装置の故障

防止のため地震体験を中止し、職員から連絡担当者に対して連絡を行う。 

２ その他、利用者側の都合により搭乗体験を中止する場合は、前日までに申込みをした消

防署等に連絡しなければならない。 

（事故等に対する責任等） 

第９条 地震体験車の利用中に発生した事故による傷害及び物損に対する賠償については、

原則として利用者が加入しているイベント保険を適用するなど、利用者の責任において

対処すること。 

 （地震体験車の貸付け） 

第１０条 地震体験車の貸付けについては別に定める。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防企画総務課長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地震体験車利用申込書 

申込日    年  月  日 

岡山市  消防署長 様 

利用責任者  住 所：              

 電 話：              

 団体名：              

 氏 名：            印 

下記のとおり地震体験を実施したいので、地震体験車の利用を申込みします。 

なお、利用に際し、地震体験車運用要綱及び注意事項を遵守するとともに、イベント保険等

に入り、利用中に発生した事故等の傷害に対する賠償については、利用者の責任において対処

することを了承します。 

記 

行事名  

実施日時   年  月  日（  ）   時  分～  時  分 

実施場所 

 

 

※地震体験車（車長約 6.8ｍ、車幅約 2.2ｍ、車高 3.3ｍ）の進入及び設定

スペース（おおむね 10ｍ×5ｍ以上の平坦地）の確保をお願いします。 

参加者 対象者  人数          名 

実施内容 

（目 的） 

 

 

※別途、当日の行事全体がわかる書類、図面等の添付をお願いします。 

連絡担当者 

及び 

安全確認担当者 

連絡担当者 氏名：           電話：           

※必要に応じ、内容確認等の連絡をする場合があります。 

安全確認担当者 氏名：           

イベント保険等 □  加入済 □  未加入 □  加入予定 

※受付欄（記入しないでください） ※経過欄（記入しないでください） 

  

その他 １ 実施予定日の２週間前までに申込みしてください。 

２ 宣伝目的等の営利的、政治的又は宗教的利用には派遣できません。 

３ 地震体験訓練は１回４名（２８０ｋｇ以内）の実施が可能です。 

４ 雨天等の場合、地震体験車の運用ができず、派遣は中止となります。 

様式第１号（第４条関係） 


